
事業№ 事業 担当部 担当課 頁

総務部 総務課
市民部 人権・男女共同参画課

01-2 地方防災会議における女性委員の参画促進 市民部 危機管理課 1

02-1 審議会等における実態調査の実施 総務部 総務課 2

財務部 契約課
市民部 人権・男女共同参画課

04-1 ● 市の実施事業への配慮 市民部 人権・男女共同参画課 3

経済部 創業・新産業支援課
市民部 人権・男女共同参画課
経済部 経済企画課
市民部 人権・男女共同参画課

07-1 ● 女性が市役所試験に受験するための取り組みの実施 総務部 人事課 5

07-2 ● メンタリング制度の実施 市民部 人権・男女共同参画課 6

08-1 ● 女性医師による女性のための健康相談 健康部 保健所健康づくり課 6

08-2 ● 婦人科医師による妊娠・不妊・不育症相談 こども育成部 こども健康課 7

健康部 保健所健康づくり課
こども育成部 こども健康課

10-1 ワーク・ライフ・バランスに関する啓発 市民部 人権・男女共同参画課 8

10-2 ワーク・ライフ・バランスの取り組み事例の紹介 市民部 人権・男女共同参画課 9

10-3 事業所内保育施設設置に関する情報提供 こども育成部 幼保児童施設課 9

11-1 時間外勤務時間縮減、育児・介護休業等の取得への取り組み 総務部 人事課 9

11-2 テレワークの導入に向けた検討・試行 総務部 人事課 11

11-3 ● 男女共同参画職場リーダーへの意識啓発 市民部 人権・男女共同参画課 11

12-1 ● 男性を対象とした講座等の開催 福祉部 健康長寿課 12

12-2 ● コミュニティセンターにおける講座の開催 市民部
地域コミュニティ支援課
各行政センター

12

こども育成部 こども育成総務課
こども育成部 こども健康課

13-2 ● 「お父さんのための子育て応援講座」の開催 こども育成部 保育課 13

地域コミュニティ支援課
各行政センター
人権・男女共同参画課

14-2 市民大学等の開催 教育委員会事務局 生涯学習課 15

15-1 ● 市民協働による啓発事業の推進 市民部 人権・男女共同参画課 15

15-2 男女共同参画市民サポーター会議の開催 市民部 人権・男女共同参画課 15

16-1 ● 広報紙（NEWWAVE)の発行 市民部 人権・男女共同参画課 16

17-1 ● 市職員に対する研修等の実施 市民部 人権・男女共同参画課 16

18-1 ● デュオよこすかの運営 市民部 人権・男女共同参画課 17

18-2 ● デュオよこすか登録団体等との協働による講座の開催 市民部 人権・男女共同参画課 17

19-1 ● 男女共同参画に関する調査の実施 市民部 人権・男女共同参画課 17

20-1 デュオよこすか「女性のための相談室」 市民部 人権・男女共同参画課 18

20-2 ● 相談体制の充実 市民部 人権・男女共同参画課 18

21-1 ● 相談員・教職員等を対象とした研修会の実施 市民部 人権・男女共同参画課 19

第５次横須賀市男女共同参画プラン　該当事業一覧表　

01-1 審議会等への積極的な女性の参画促進 1

03-1 事業所等における男女共同参画の推進 2

重要目標Ⅰ　誰もが活躍できる環境づくり

（参考）令和２年度プラン実績抜粋版

05-1 起業を目指す女性への支援 3

06-1 就業・再就職・キャリアアップを目指す女性への支援 4

●

09-1 女性特有のがん検診の普及啓発 7

13-1 「お父さんのための子育てガイド」による情報提供 13

14-1 男女共同参画に関する講座等の開催 14市民部●

重要目標Ⅱ　あらゆる場面における男女共同参画の推進

資料３

男女共同参画及び多様な

性の尊重に関する審議会

令和３年10月29日



事業№ 事業 担当部 担当課 頁

第５次横須賀市男女共同参画プラン　該当事業一覧表　

（参考）令和２年度プラン実績抜粋版

男女共同参画及び多様な

性の尊重に関する審議会

令和３年10月29日

21-2 パネル展示やリーフレットの配布による啓発 市民部 人権・男女共同参画課 19

22-1 ● 相談事業の実施 市民部 人権・男女共同参画課 20

22-2 ● 当事者同士の交流会への支援 健康部 保健所健康づくり課 20

22-3 関係機関との連携強化 市民部 人権・男女共同参画課 21

23-1 ● 「プレママ・プレパパのための歯科教室」の開催 健康部 保健所健康づくり課 21

23-2 ● 「プレママ・プレパパ教室」の開催 こども育成部 こども健康課 22

24-1 ● 家庭等における子育て支援の充実 こども育成部 保育課 22

25-1 多様な保育サービスの充実 こども育成部 幼保児童施設課 23

26-1 ● 全児童を対象とした居場所の充実 こども育成部 こども育成総務課 23

26-2 留守家庭児童を対象とした居場所の充実 こども育成部 こども育成総務課 24

27-1 介護に関する相談窓口の充実 福祉部 地域福祉課 24

28-1 ● 「認知症高齢者介護者の集い」の開催 福祉部 地域福祉課 25

28-2 ● 「高齢者・介護者のためのこころの相談」の実施 福祉部 地域福祉課 25

28-3 ● 「若年性認知症支援者講座」の開催 福祉部 健康長寿課 26

29-1 ひとり親家庭の親を対象とした就労 相談 こども育成部 こども青少年給付課 26

29-2 ひとり親家庭の親を対象とした就労 支援 こども育成部 こども青少年給付課 27

30-1 ● ひとり親家庭の仲間づくりの推進 こども育成部 こども青少年給付課 27

31-1 ● 自主防災組織への女性の参画促進 市民部 地域安全課 28

32-1 中学生を対象とした啓発冊子の配布 市民部 人権・男女共同参画課 28

32-2 広報紙（NEWWAVE)による意識啓発 市民部 人権・男女共同参画課 29

33-1 教職員に対する意識啓発 教育委員会事務局 教育研究所 29

こども家庭支援センター こども家庭支援課
市民部 人権・男女共同参画課
こども家庭支援センター こども家庭支援課
市民部 人権・男女共同参画課
こども家庭支援センター こども家庭支援課
市民部 人権・男女共同参画課

36-1 性別による人権侵害の申出制度 市民部 人権・男女共同参画課 32

36-2 働く人の相談窓口 経済部 経済企画課 32

総務部 人事課
教育委員会事務局 教職員課
市民部 人権・男女共同参画課

37-1 ● 安全・安心な相談窓口の確保 こども家庭支援センター こども家庭支援課 34

37-2 ● 相談員の研修等の充実 こども家庭支援センター こども家庭支援課 35

38-1 被害者の安全確保と自立に向けた支援 こども家庭支援センター こども家庭支援課 35

39-1 ● 関係機関との連携強化 こども家庭支援センター こども家庭支援課 36

36-3 市職員・教職員を対象とした意識啓発 33

35-1 ＤＶ相談窓口の周知 31

34-1 ＤＶ防止に関する意識啓発 30

●

重要目標Ⅲ　暴力のない社会づくり

34-2 デートＤＶ防止に関する意識啓発 31
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５ 第５次プラン掲載事業 令和２年度取組実績報告 

令和２年度の取組み実績において、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた事業が多くあり

ます。令和２年度中に、令和２年４月 7日～5月 25 日、令和３年１月８日～３月 21 日の２度、新

型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が発令されました。緊急事態宣言発令に

伴い、「横須賀市新型コロナウイルス感染症対応業務継続計画（ＢＣＰ）」が発動され、非常時優先

業務（緊急対応業務及び継続業務）に対応するため、緊急性を要せず収束後に先送りすることが可

能な業務についてはその業務を中断又は延期し、事業を縮小する措置が全庁的に取られました。 

ＢＣＰ発動期間以外についても、感染拡大防止対策としてコロナウイルス収束が見通せない状況が

年度を通して続き、人と人との接触を可能な限り避ける必要があり、通常の事業運営が困難である

状況であったため、新型コロナウイルスにより多くの事業に影響が及びました。 
 

重点目標Ⅰ 誰もが活躍できる環境づくり 

施策方針１ 政策・方針決定過程への女性の参画促進 

主要施策（１） 審議会等における女性の参画促進 

●施策 01 審議会等への積極的な女性の参画促進 

事業 01-1 審議会等への積極的な女性の参画促進 

審議会等において男女が均衡のとれた構成比で議論し意見が反映できるよう、 

推薦母体となっている団体等へ女性委員の推薦を働きかけます。 

担当課 総務課、人権・男女共同参画課 

 実 績 実績に対する評価（達成度） 今後の対応 

令和２年度 

（2020 年度） 

・女性委員比率の目標値

（40％）を庁内に周知し、

審議会等所管課に女性委

員の積極的な登用を依頼

した。 

・年度当初及び予算策定時

に「男女共同参画推進のた

めの配慮」に関する依頼を

庁内グループウェアにて

全庁に行った。 

 

・審議会等への積極的な女
性の参画促進について全
庁に周知等を行うことが
できた。引き続き当該周知
等を行うことが重要であ
ると考える。 

・目標値を達成できるよ

う、引き続き審議会等所管

課への依頼や情報提供を

行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年度実績 

抜 粋 版 
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事業 01-2 地域防災会議における女性委員の参画促進 

防災会議において女性の視点が反映されるよう、女性委員の参画を進めます。 

担当課 危機管理課 

 実 績 実績に対する評価（達成度） 今後の対応 

令和２年度 

（2020 年度） 

・女性３名を防災会議委員

に委嘱した。 

・女性の視点も取り入れた
体制とすることができた。 
・だが、多くの外部委員は、

防災会議条例に定めのあ

る組織の担当として参加

している。そのため、組織

の人事異動等によって女

性委員の人数は影響を受

け、令和元年度より女性委

員の人数が減少した。 

 

・人事異動等によって影響

を受けるが、今後も継続し

て女性委員の委嘱を検討

する。 

 

●施策 02 審議会等における実態調査の実施 

事業 02-1 審議会等における実態調査の実施 

審議会等における女性登用などの現状について調査します。 

担当課 総務課 

 実 績 実績に対する評価（達成度） 今後の対応 

令和２年度 

（2020 年度） 

・全委員 1,033 人 
  女性委員  297 人 
   附属機関  227 人 
   懇話会等   70 人 
・女性委員比率 28.75％ 
・女性委員登用率 94％

（休止中等の機関を除く。） 

・昨年と比べ、女性委員登
用率は増加したものの、全
審議会等における女性委員
の数は微減している。 
・引き続き審議会等への女
性委員の登用を増やす必要
があると考える。 
 

・引き続き、審議会等にお

ける女性登用などの状況

について調査する。 

 

施策方針１ 政策・方針決定過程への女性の参画促進 

主要施策（２） 事業所等における女性の参画促進 

●施策 03 審議会等における男女共同参画の推進 

事業 03-1 事業所等における男女共同参画の推進 

市の入札等に参加する事業者の、次世代の育成や女性の活躍推進に向けた 

取り組みを評価します。 

担当課 契約課、人権・男女共同参画課 

 実 績 実績に対する評価（達成度） 今後の対応 

令和２年度 

（2020 年度） 

・格付け制度において評価

項目「男女共同参画」を申

請し加点を受けた事業者

数：186 社 

・所在区分が市内の工事登

録事業者を対象としてい

る制度であり、次世代の育

成や女性の活躍推進に向

けた取り組みへの評価と

して、適切に行われている

と思われます。 

・制度を継続し、事業者に

おける男女共同参画の推

進を促します。 
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●施策 04 市の実施事業への配慮 

事業 04-1 市の実施事業への配慮 

事業実施の際には、あらゆる事業が男女共同参画社会の形成に影響をもつという 

認識を持って取り組みます。 

担当課 人権・男女共同参画課 

 実 績 実績に対する評価（達成度） 今後の対応 

令和２年

度 

（2020 年

度） 

・年度当初及び予算策定時

に、ジェンダー平等の視点

に立った事業実施及び策

定であるよう全庁掲示板

で依頼した。 

・男女共同参画通信を全庁

掲示板に掲示した。 

・職場リーダーチェック

（職場チェック）は、新型

コロナウイルス感染症の

影響により、実施を見送っ

た。 

 

・ジェンダー平等の視点に

立った事業実施及び策定

であるよう全庁掲示板で

依頼することにより、意識

啓発を図ることができた。 

・職場リーダーチェック

（職場研修）は新型コロナ

ウイルス影響により、実施

を見送った。 

・引き続き、国の法整備や

国際動向を踏まえたチェ

ック項目の見直しを適宜

実施するとともに、マンネ

リ化防止や職員への負担

軽減により、地道にジェン

ダー平等の意識を浸透さ

せていく。 
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施策方針２ 女性の活躍推進 
主要施策（３） 女性の活躍に向けた支援 

●施策 05 起業を目指す女性への支援 

事業 05-1 起業を目指す女性への支援 

起業を目指す女性に対し、起業の方法や支援制度について情報提供します。 

担当課 創業・新産業支援課、人権・男女共同参画課 

 実 績 実績に対する評価（達成度） 今後の対応 

令和２年度 

（2020 年度） 

・女性のための開業スクー

ル(主催：横須賀市産業振

興財団、共催：横須賀市) 

9 月 19 日(土)、横須賀市産

業交流プラザにおいて、市

内で創業を考えている女

性向けに、創業機運の高揚

や、創業セミナー参加への

ステップアップに繋げる

ことを目的に開催。実会場

とオンラインの併用開催。

参加者 26 人、託児利用 0

人。 

 

・創業セミナー（主催：横

須賀市産業振興財団、共

催：横須賀市） 

上期として7月4日・11日・

18 日・14 日・25 日・8 月 1

日・8 日(いずれも土曜日)

に、下期として 10月 29 日・

11 月 5 日・12 日・19 日・

26 日・12 月 3 日(いずれも

木曜日)に、横須賀市産業

交流プラザにおいて、創業

の意欲を持つ者を対象に

創業の心構えや創業に必

要なノウハウを系統的に

学ぶセミナーを開催した。

参加者全 44 人(うち女性

19)、託児利用 0人。 

 

・各セミナーにて、託児サ

ービスの利用がなかった

のは、コロナ禍の影響によ

るものと考える。また、各

セミナーは、参加者のステ

ップアップに繋がったこ

とから、一定の成果があっ

たと考える。 

①３人が創業セミナー（下

期）へ参加 

２人が商工相談事業を

利用 

１人が創業。（女性） 

②６人が商工相談事業を

利用 

７人が創業。（うち、女性

は２人） 

・託児サービスの浸透を図

るなど、気軽に参加できる

こと等の周知を継続する。 

・また、横須賀市産業振興

財団や関係機関と連携を

図りながら、創業を目指す

女性の支援をさらに推進

していく。 
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●施策 06 就職・再就職・キャリアアップを目指す女性への支援 

事業 06-1 就業・再就職・キャリアアップを目指す女性への支援 

就業・再就職・キャリアアップを目指す女性に対し、セミナーや相談窓口を 

通じて情報提供します。 

担当課 経済企画課、人権・男女共同参画課 

 実 績 実績に対する評価（達成度） 今後の対応 

令和２年度 

（2020 年度） 

・求人サイト「ごきんじょ

ぶよこすか」において、女

性が働きやすい求人を集

約した項目を設置し、女性

が仕事を容易に探せるよ

う就職支援を図った。 

・求人サイト「ごきんじょ

ぶよこすか」で、女性が働

きやすい求人の項目を集

約することにより、女性が

より就職先を探しやすい

環境が整備できたと考え

ている。 

・今後も求人サイト「ごき

んじょぶよこすか」で女性

が働きやすい求人を集約

した項目を設置する。 

・より、就業後のイメージ

を持ってもらいやすくす

るため、サイト内で女性が

活躍している市内企業の

特集ページを作成する等

の取り組みを進めていく。 

 

 

●施策 07 市役所における女性の活躍に関する取り組み 

事業 07-1 女性が市役所試験に受験するための取り組みの実施 

採用試験受験者の女性割合を高めていきます。 

担当課 人事課 

 実 績 実績に対する評価（達成度） 今後の対応 

令和２年度 

（2020 年度） 

・令和２年度の市職員採用

試験受験者の女性割合は、

31.4％で、令和元年度と比

較して 2.4％の減となっ

た。 

・令和２年度は女子大学へ

の訪問等が実施できなか

ったり、職務の特性上女性

受験者が多くなる職種の

募集人数が少なかったこ

ともあり、受験者数の女性

割合が減少した。 

目標値の達成に向けて

は、女子大学への働きかけ

以外の手法も検討してい

く必要がある。 

 

・引き続き、機会を捉えて

女子大学訪問等により女

性の採用試験受験者増の

取り組みを進める。 

・女性受験者の傾向を分析

し、採用試験の周知方法や

市役所で働くことの PR 内

容など、女性の採用試験受

験者増のための手法を検

討していく。 
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事業 07-2 メンタリング制度の実施 

メンタリング制度を実施することにより、女性職員の活躍をサポートします。 

担当課 人権・男女共同参画課 

 実 績 実績に対する評価（達成度） 今後の対応 

令和２年度 

（2020 年度） 

・新型コロナウイルス感染

症の影響により、メンタリ

ング制度は実施を見送っ

た。 

・女性活躍及び男女共同参

画の推進のため、制度・仕

組みづくりに関する参考

となる意見等を吸い上げ

るため、総務部人事課との

共催で女性職員を対象と

した座談会を開催した。 

 

・メンタリング制度は、新

型コロナウイルス影響に

より、実施を見送った。 

・制度の周知に努め、利用

しやすい制度にしていく。 

・メンタリング制度の実施

には人との接触が生じ、新

型コロナウイルスの影響

を受けるため、実施方法を

含めて効果的なやり方を

検討していく。 

・制度・仕組みづくりに関

する参考となる意見等を

座談会等を通じて引き続

き吸い上げていく。 

 

施策方針２ 女性の活躍推進 

主要施策（４） 生涯を通じた女性の健康支援 

●施策 08 女性のための健康相談の充実 

事業 08-1 女性医師による女性のための健康相談 

女性特有の病気などの健康相談を女性医師が行うことで、生涯を通じた健康支援に

取り組みます。 

担当課 保健所健康づくり課 

 実 績 実績に対する評価（達成度） 今後の対応 

令和２年度 

（2020 年度） 

・女性医師による女性のた

めの健康相談を実施した。 

実施回数９回 

相談者 ０人 

・現在の新型コロナ感染症

の感染状況による影響の

ためなのか例年にはない

実績だった。 

・予約制で原則として月１

回第３水曜日午後に実施。 

・広報よこすか・ポスター・

ツイッター等にて周知を

行う。 

・現在の感染症状況による

一時的な相談者の減少な

のか見極めつつ事業の在

り方を検討する。 
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事業 08-2 婦人科医師による妊娠・不妊・不育症相談 

女性が安心して子どもを産み育てられるよう、相談事業の実施によりサポートしま

す。 

担当課 こども健康課 

 実 績 実績に対する評価（達成度） 今後の対応 

令和２年度 

（2020 年度） 

・婦人科医師による来所相

談は中止し、妊活 LINE サポ

ート事業を開始した。 

登録者数 90 人 

・生殖医療専門医による不

妊不育相談会：１回５人

（３組） 

・保健所女性医師による妊

娠相談：３回４人参加 

・LINEを使用して気軽に相

談できる環境を整えた。 

・コロナウイルス感染症の

影響により、保健所医師に

よる個別相談が 10 月以降

中止となった。 

・積極的に事業を啓発し、

利用者の増加に努める。 

 

●施策 09 女性特有のがん検診の普及啓発 

事業 09-1 女性特有のがん検診の普及啓発 

女性が自らの健康管理として女性特有のがんである子宮頸がん・乳がん検診を 

活用し、早期発見・早期治療につなげるよう普及啓発に取り組みます。 

担当課 保健所健康づくり課、こども健康課 

 実 績 実績に対する評価（達成度） 今後の対応 

令和２年度 

（2020 年度） 

・「新たなステージに入っ

たがん検診の総合支援事

業」を実施した。 

無料クーポン券送付（５月

下旬） 

再勧奨はがき送付（10 月中

旬） 

対象者：子宮頸がん検診

（20 歳）1,975 人 

乳がん検診（40 歳）2,274

人 

利用率：子宮頸がん検診

14.8％ 

    乳 が ん 検 診

23.1％ 

・令和２年度も引き続き積

極的勧奨は再開していま

せんが、令和２年 10月に厚

労省より、「ヒトパピロー

マウイルス感染症に係る

・無料クーポン券非対象者

の受診率 

 子宮頸がん検診（21 歳以

上）7.4％ 

 乳がん検診（41 歳以上）

2.8％ 

と比較して、無料クーポン

券対象者の受診率が高く、

無料クーポン券発行の効

果が認められる。 

・がん検診受診率の向上 

無料クーポン券送付（５月

末） 

再勧奨はがき送付（10 月中

旬） 

（参考）令和３年度対象者 

子宮頸がん検診（20 歳）

1,929 人 

乳がん検診（40 歳）

2,090 人 

・がんの正しい知識の普及 

・「ヒトパピローマウイル

ス感染症に係る定期接種

の対象者等への周知につ

いて」の通知に基づき、ヒ

トパピローマウイルス（Ｈ

ＰＶ）ワクチン接種につい

て、検討と判断するための

ワクチンの有効性や安全

性に関する情報提供を行

い、ワクチン接種希望者に

接種券を交付します。 
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定期接種の対象者等への

周知について」の通知があ

り、この通知に基づき、ヒ

トパピローマウイルス（Ｈ

ＰＶ）ワクチン接種につい

て、検討と判断するための

ワクチンの有効性や安全

性に関する情報等や、接種

を希望された場合に必要

な情報をお届けするため、

高校１年生相当女子にお

知らせをお送りしました。 

 

 

施策方針３ ワーク・ライフ・バランスの推進 

主要施策（５） ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた支援 

●施策 10 ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた支援 

事業 10-1 ワーク・ライフ・バランスに関する啓発 

育児休業制度の利用促進や働き方の見直し等の情報提供・啓発を関係機関と 

連携しながら、ワーク・ライフ・バランスの推進に取り組みます。 

担当課 人権・男女共同参画課 

 実 績 実績に対する評価（達成度） 今後の対応 

令和２年度 

（2020 年度） 

・広報紙ニューウェーブ

（54 号）の紙面にて、男性

の家事参画や、市内女性経

営者の WLB の取り組みを題

材として、広く情報提供を

行った。 

・男性の家事参画について

は、コロナ禍で変化したラ

イフスタイルに合った内

容を発信できたと考える。 

・女性経営者の取り組み

も、起業を目指す女性への

メッセージとともに有効

な発信ができたと考える。 

 

・WLB は、日常の生活スタ

イルの意識改革であるか

ら、現に実施されている

様々な取り組みを、タイム

リーに提供していくこと

が重要。広報紙やホームペ

ージを利用して、情報提供

を引き続き実施していく。 
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事業 10-2 ワーク・ライフ・バランスの取り組み事例の紹介 

市内でワーク・ライフ・バランス等に積極的に取り組む事業所等の情報収集・提供に

努めます。 

担当課 人権・男女共同参画課 

 実 績 実績に対する評価（達成度） 今後の対応 

令和２年度 

（2020 年度） 

・広報紙ニューウェーブ

（54 号）の紙面にて、「神

奈川なでしこブランド

2020」に認定された、株式

会社富士防の取組みを紹

介した。 

・神奈川なでしこブランド

として認定されている市

内企業を広く周知してい

くことは、そこで実際に行

われている職場と家庭の

両立に関する取り組みを

知ってもらうことになる

と考える。 

 

・継続して、市内事業所（市

役所も含めて）の取組みを

広報紙やホームページで

情報提供する。 

 

事業 10-3 事業所内保育施設設置に関する情報提供 

事業所に対して、必要に応じて事業所内保育施設の設置に関する助成制度等の 

情報を提供します。 

担当課 幼保児童施設課 

 実 績 実績に対する評価（達成度） 今後の対応 

令和２年度 

（2020 年度） 

・事業所内保育施設設置希

望の４事業者に対して、設

置に向けた相談対応を行

った。 

・１件の事業所内保育施設

の新規設置となった。 

・事業所内保育施設の設置

希望の事業所に対して、適

切な情報を提供する等き

め細かな相談対応を行っ

ていく。 

 

 

●施策 11 市役所におけるワーク・ライフ・バランスに関する取り組み 

事業 11-1 時間外勤務時間縮減、育児・介護休業等の取得への取り組み 

各部局で執行体制の見直しや効率的な事務の執行に努め、全庁的な取り組みとして、

時間外勤務時間の縮減、育児・介護休業等の取得を進めます。 

担当課 人事課 

 実 績 実績に対する評価（達成度） 今後の対応 

令和２年度 

（2020 年度） 

・令和２年度は、ピーク時で

ある平成 17 年度と比較して、

年間総時間数で約 120,200 時

間の減となっている。 

・令和元年度と比べると、年

間総時間数で約 43,900 時間、

１人当たり月平均時間数で

1.4 時間の減となった。 

・令和２年度も、管理職員の

時間外勤務状況を把握するた

・時差出勤制度など時間外

勤務時間縮減への取り組

みを継続し、多様で柔軟な

働き方の見直しを実現で

きたと考える。 

・特定事業主行動計画に基

づく取り組みにより、男性

職員、女性職員ともに育児

休業取得率の目標値を達

成した。特に男性職員につ

・令和３年度から時間外勤

務等の上限規制を導入し、

管理職を含めた状況の把

握を行うとともに、引き続

き時間外勤務時間縮減へ

の取り組みを継続してい

く。 

・時差出勤トライアルの検

証を行い、継続実施する。 
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め、調査を実施した。 

・令和２年度においても、毎

週水・金曜日のノー残業デー

の実施に加え、給与支給日と

期末勤勉手当支給日を「時間

外一斉消灯の日」とし、その

日には所属長が所属職員を定

時退庁させ、退庁確認後、所

属部分を消灯する取り組みを

行った。 

・職員のワーク・ライフ・バ

ランスの実現に向けた取り組

みの一つとして、時差出勤ト

ライアル（全６パターン）を

試行実施した。 

・仕事と子育て両立支援プラ

ン推進委員会及び女性活躍推

進プラン推進委員会を令和２

年８月に開催し、本プランに

掲げた取り組み施策の実施状

況、数値目標の達成状況の検

証等を行い、さらに令和２年

12 月に開催し、特定事業主行

動計画（仕事と子育て両立支

援プラン、女性活躍推進プラ

ン）の次期計画について検討

を行った。 

・特定事業主行動計画（仕事

と子育て両立支援プラン、女

性活躍推進プラン）に基づく

取り組みの実施状況と、女性

の職業選択に資する情報を、

市ホームページで公表した。 

・仕事と出産・育児のための

両立支援ガイドブック改訂

し、職員に周知した。 

・新任課長研修等の機会を通

じて、管理職に向けて育児休

業等の制度の説明を行い、管

理職の協力体制を促進した。 

・職員からの個別の問い合わ

せ等に対応し、育児休業の取

得の支援、育児休業からの復

帰支援を行った。 

 

いては、育児休業の仕組み

の理解や、育児への参加意

識の高まり、職場の意識の

変化等により育児休業を

取得しやすい雰囲気が醸

成されつつあることが取

得率増加の一因と考える。 

・女性活躍・子育てサポー

トプラン推進委員会を開

催し、進捗管理等を行う。 

・計画に基づく取り組みの

実施状況及び女性の職業

選択に資する情報の公表

を１年に１回以上行う。 

・仕事と出産・育児のため

の両立支援ガイドブック

を必要に応じて改訂する。 

・引き続き、研修等の機会

を通じて管理職に向けて

育児休業等の制度の説明

を行い、管理職の協力体制

を促進する。 
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事業 11-2 テレワークの導入に向けた検討・試行 

時間的制約のある職員が働きやすい環境づくりを促進します。 

担当課 人事課 

 実 績 実績に対する評価（達成度） 今後の対応 

令和２年度 

（2020 年度） 

・柔軟な働き方を進めるた

め、各所属に配布したテレ

ワーク端末を活用し、職員

が自宅等で業務を行う在

宅勤務及び出張時や庁内

外での会議等で端末を利

用して業務を行うモバイ

ルワークを実施しました。 

 

・テレワーク端末を活用す

ることで場所にとらわれ

ない柔軟な働き方が可能

になり、ワーク・ライフ・

バランスの実現や業務の

効率化の推進に繋がった

ものと考えます。 

・検証を行い、今後の取り

組みの拡大に向けて検討

していきます。 

 

事業 11-3 男女共同参画職場リーダーへの意識啓発 

男女共同参画職場リーダー会議において、ワーク・ライフ・バランスのための 

職場環境の整備等に関する意識啓発・情報提供を行い、イクボスを育成します。 

担当課 人権・男女共同参画課 

 実 績 実績に対する評価（達成度） 今後の対応 

令和２年度 

（2020 年度） 

・新型コロナウイルス感染

症の影響により、男女共同

参画職場リーダー会議の

実施を見送った。 

・新任課長研修を通じ、新

規で男女共同参画職場リ

ーダーになった職員に対

して、男女共同参画プラン

の主旨を踏まえて性別に

関わらない職員の登用・配

置を行うこと等の職位場

環境に関する配慮を促し、

女性活躍の推進に向けた

協力依頼を行った。 

 

・新型コロナウイルス影響

により、男女共同参画職場

リーダー会議の実施を見

送った。 

・研修を通じ、意識啓発を

図ることができた。 

・引き続き、男女共同参画

職場リーダー会議におい

て、意識啓発・情報提供を

行い、内容や方法について

より効果的に、より深く意

識付けができるよう検討

する。 

・また、新任課長研修等の

機会を通じ、意識啓発に努

める。 
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施策方針３ ワーク・ライフ・バランスの推進 

主要施策（６） 男性の家庭や子育てへの参画促進 

●施策 12 男性を対象とした講座等の開催 

事業 12-1 男性を対象とした講座等の開催 

男性も家庭に参画できるよう、高齢者を対象に調理実習の実施や低栄養予防の 

知識習得など学習機会を提供します。 

担当課 健康長寿課 

 実 績 実績に対する評価（達成度） 今後の対応 

令和２年度 

（2020 年度） 

・新型コロナウイルス感染

症拡大防止のため、調理実

習を伴う教室は中止し、リ

ーフレット配布や動画配

信による情報提供を実施

した。 

・当面、調理を伴う事業は

開催が難しいことから「男

性料理教室」は中止とす

る。男性が家庭に参画でき

るような関心をもつため

に、学習機会の提供を検討

する必要がある。 

 

・今後は事業を見直し、虚

弱高齢者を対象とした事

業を行う中で、男性高齢者

にも届く内容としたい。 

 

事業 12-2 コミュニティセンターにおける講座の開催 

ワーク・ライフ・バランスを図りながら、共に家庭や子育てに参画できるよう、 

男性の家事・育児・介護等に関する講座の実施や情報提供を行います。 

担当課 地域コミュニティ支援課、各行政センター 

 実 績 実績に対する評価（達成度） 今後の対応 

令和２年度 

(2019 年度) 

・2021 年 2 月～3 月（実

施見送り）「パパと一緒

に！幼児期の身体づくり」

（衣笠） 

令和元年度に引き続きコ

ミセン講座「男の料理」を

開催予定であったが、新型

コロナウイルス感染症対

策のため、中止となった。

（西） 

 

・父親をターゲットとし

て、普段仕事でなかなかコ

ミュニケーションが取れ

ない親子に参加してもら

うことで、家族の会話を増

やし、父親の育児参加によ

る母親の育児負担を減ら

すきっかけにしてもらう

ことを目標としていたが、

コロナ感染予防が十分に

できない内容と判断し、翌

年度への延期とした。（衣

笠） 

・新型コロナウイルスの感

染拡大により、大半の講座

自体が中止となり、オンラ

インによる一部の講座を

実施したので、コンテンツ

が限られてしまった。この

ようなテーマでのオンラ

イン企画立案が急務であ

る。（浦賀） 

 

・これまで毎年恒例の企画

で、幼児期の体操をたくさ

んの器具を使い、楽しみな

がら覚えていく内容で、非

常に好評だったので、コロ

ナ感染予防が解除された

ら再開したいと考えてい

る。（衣笠） 

・ステイホームなど新しい

生活様式に対応しながら、

男性の積極的な育児・家事

参加を促すような講座を

企画検討する。（浦賀） 

男性の家庭や子育てへの

参画につながるような実

践講座を開催する予定。

（西） 
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●施策 13 父親を対象とした子育ての情報提供 

事業 13-1 「お父さんのための子育てガイド」による情報提供 

父親になる人を対象に、子育てに関する情報やヒントなどを紹介するガイドブックを

配布します。 

担当課 こども育成総務課、こども健康課 

 実 績 実績に対する評価（達成度） 今後の対応 

令和２年度 

（2020 年度） 

・横須賀市の子育て情報を
提供するための「子育てガ
イド」に「お父さんのための
子育てガイド」を掲載し、母
子手帳を交付する際に一緒
に手渡している（転入者に
は、妊婦健康診査費用補助
券を渡す時に配布）。 
・横須賀市の子育て情報を
掲載する「子育てガイド」に
「お父さんのための子育て
ガイド」を掲載し、母子手帳
を交付する際に一緒に手渡
した。（転入者には、妊婦健
康診査費用補助券を渡す時
に配布） 
配布数 2,082 部 

 

・父親にも興味を持って

もらいやすい掲載内容と

なるよう工夫をし、必要な

情報提供ができたと考え

られる。 

・今後も官民共同での広告
入り冊子として、「お父さん
のための子育てガイド」を
作成し、男性・女性の両方に
存在するであろう無意識の
ジェンダー・バイアスの解
消を目指す。 
・年度ごとに作成するた

め、新規事業等があれば随

時情報を更新していく。 
・子育てガイドの内容を、
現役の父親目線で検討す
る。 
 

 

 

事業 13-2 「お父さんのための子育て応援講座」の開催 

講座の中で情報交換のための交流会を行うなど、父親の子育て参画を応援します。 

担当課 保育課 

 実 績 実績に対する評価（達成度） 今後の対応 

令和２年度 

（2020 年度） 

・コロナウイルスの為、10・

11・12・３月のみ愛らんど

よこすかの「お父さんのた

めの子育て応援講座」を開

催し、延べ 24組の参加があ

った。 

・コロナウイルス感染症対

策を徹底し、お父さん講座

を実施することができた。 

・人数制限も行っているの

で、限られた人数での実施

が続いていくことが予想

されるが、お父さん同士が

交流できる貴重な場とな

るので今後も感染症対策

を講じながら、開催をして

いきたい。 
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重点目標Ⅱ あらゆる場面における男女共同参画の推進 

施策方針４ 暮らしやすい社会の意識づくり 

主要施策（７） 男女共同参画に関する意識啓発 

●施策 14 男女共同参画に関する講座等の開催 

事業 14-1 男女共同参画に関する講座等の開催 

ワーク・ライフ・バランスや女性の活躍推進、男性の男女共同参画などをテーマに 

講座・講演会等による意識啓発や情報提供をします。 

担当課 地域コミュニティ支援課、各行政センター、人権・男女共同参画課 

 実 績 実績に対する評価（達成度） 今後の対応 

令和２年度 

(2020 年度) 

・65 歳以上の高齢者を対

象に、生涯現役講座あすな

ろ学級」を実施。（実施回数

７回、延参加人数 130 人）

（浦賀） 

・男女共同参画セミナー実

施（人権・男女共同参画課） 

①自分も相手も大事にす

るアサーティブ・トレーニ

ング ２回 合計 22 人 

②パパと子どものクッキ

ング※オンラインで実施 

１回 ３組８人 

・新型コロナウィルス感染

拡大により、計画通りに講

座の開催ができなかった。

感染予防策を徹底しなが

らこの講座は何とか開催

することが出来た。継続性

が重要であると認識した。 

（浦賀） 

・新型コロナウィルスの影

響により、アサーティブ・

トレーニングは定員を半

数程度に減らし感染予防

策を徹底して実施し、パパ

と子どものクッキングは

オンラインにて実施した。

（人権・男女共同参画課） 

・コロナ感染防止の為、開

催する講座の企画を最小

限に留めているが、今後、

状況が好転し講座を企画

する際には、女性の活躍を

応援する講座や男性が多

数参加できる講座を積極

的に取り入れていきたい

と思う。（衣笠） 

・今後もコロナ対策を徹底

して講じながら、この講座

を続けていくことが重要

である。受講者の年齢層も

オンライン講座に馴染み

にくいため、従来の形での

開催を続けていきたい。

（浦賀） 

・講座の開催はなかった

が、男女・年齢関係なく誰

もが参加しやすい講座・事

業を立案する。 

引き続き、募集する性別を

限定する講座においては、

理由を明確にし、誤解を招

かないよう注意する。（北

下浦） 
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事業 14-2 市民大学等の開催 

生涯学習の推進にあたり、男女共同参画の視点にも留意した学習情報や 

講座・講演会等の学習機会の提供をします。 

担当課 生涯学習課 

 実 績 実績に対する評価（達成度） 今後の対応 

令和２年度 

（2020 年度） 

・多様な性/ＬＧＢＴＱを

理解する入門講座 参加

者 28 人 

・継続して講座を実施して

おり、多様な性の尊重の視

点て学ぶ機会の提供がで

きたと考えている。 

 

・継続していくことが大切

であり、今後も男女共同参

画や多様な性に関する講

座を実施する。 

 

●施策 15 市民協働による啓発事業の推進 
事業 15-1 市民協働による啓発事業の推進 

啓発事業の企画や編集を市民協働で行います。また、自主計画事業を後援することで

男女共同参画を推進します。 

担当課 人権・男女共同参画課 

 実 績 実績に対する評価（達成度） 今後の対応 

令和２年度 

（2020 年度） 

・新型コロナウイルスの影

響で、市民協働による啓発

事業を行うことができな

かった。 

・広報紙 New Wave で、大学

生との編集作業等を行う

予定だったが、新型コロナ

ウイルスの影響で、大学も

休校やオンライン授業等

が多く、協働が難しかっ

た。 

 

・新型コロナ禍で様々な制

約があるものの、可能な範

囲で大学生などの若い世

代との協働について、様々

な手法を検討していきた

い。 

 

事業 15-2 男女共同参画市民サポーター会議の開催 

男女共同参画のための取り組みが、より多くの市民に理解されるよう市民の視点を

取り入れた啓発事業を推進します。 

担当課 人権・男女共同参画課 

 実 績 実績に対する評価（達成度） 今後の対応 

令和２年度 

（2020 年度） 

・令和元年度をもって、市民サポーター制度を廃止した。 ・事業実施の計画・実施・

検証の各段階で、市民協働

の視点を持つよう意識す

る。 

・市民視点を取り入れるた

め、必要に応じて個別アン

ケート調査を検討する。 
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●施策 16 広報紙（NEW WAVE）による啓発 

事業 16-1 広報紙（NEWWAVE）の発行 

男女共同参画やワーク・ライフ・バランス、女性の活躍への市の取り組みなど、 

広く情報提供・意識啓発を行います。 

担当課 人権・男女共同参画課 

 実 績 実績に対する評価（達成度） 今後の対応 

令和２年度 

（2020 年度） 

・次のテーマで広報紙（NEW 

WAVE）を発行した。 

54 号 パパもママも子ども

も 家族みんなが 

活躍し、思いやる家庭に 

おすすめ図書紹介 

なでしこブランド認定企

業インタビュー 

横須賀で輝く女性経営者 

・新型コロナウイルスの影

響で年 2回発行予定が 1回

となったが、1 号あたりの

ページ数を増やし情報量

を確保した。 

・紙面をリニューアルし、

より手に取っていただき

やすい内容にしたことで、

男性の男女共同参画や、市

内事業者の取り組みにつ

いての情報提供をするこ

とができたと考える。 

・多様な性の尊重という理

念が加わったことで、男女

共同参画推進の取り組み

との関係性をクリアにす

るため、男女共同参画に関

する基本的な理念や市の

取り組みを丁寧に情報提

供していきたい。 

・将来の横須賀市を担う世

代へのかかわりに力点を

置くことを踏まえ、情報発

信の方式や情報収集の仕

方を再考し、紙面に反映さ

せていく。 

 

 

●施策 17 市役所における男女共同参画に関する取り組み 

事業 17-1 市職員に対する研修等の実施 

市職員（男女共同参画職場リーダー含む）に対する男女共同参画に関する研修等を 

継続的に行います。 

担当課 人事課、人権・男女共同参画課 

 実 績 実績に対する評価（達成度） 今後の対応 

令和２年度 

（2020 年度） 

・女性委員比率の目標値

（40％）を庁内に周知し、

審議会等所管課に女性委

員の積極的な登用を依頼

した。 

・新型コロナウイルス感染

症の影響により、職場リー

ダー会議は実施を見送っ

た。 

・新規採用職員研修、新任

係長研修、新任課長研修に

おいて、男女共同参画とい

う視点を意識して施策に

取り組むよう啓発した。

（人権・男女共同参画課） 

 

・審議会等への積極的な女

性の参画促進について全

庁に周知等を行うことが

できた。 

新型コロナウイルス影響

を男女共同参画職場リー

ダー会議の実施を見送っ

た 

・引き続き当該周知等を行

うことが重要であると考

える。 

 

・目標値を達成できるよ

う、引き続き審議会等所管

課への依頼や情報提供を

行う。 
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施策方針４ 暮らしやすい社会の意識づくり 

主要施策（８） 情報収集と提供の充実 

●施策 18 デュオよこすかの運営 

事業 18-1 デュオよこすかの運営 

デュオよこすかにおいて、男女共同参画に関する資料や書籍の収集・提供を 

することにより市内の男女共同参画を推進します。 

担当課 人権・男女共同参画課 

 実 績 実績に対する評価（達成度） 今後の対応 

令和２年度 

（2020 年度） 

・他都市から提供のあった

広報紙や国等の資料を配

架するとともに、男女共同

参画や多様な性関連の図

書を配架した。 

  蔵書数  約 1,500 冊 

  新刊購入実績 83 冊 

  貸出実績  延 476 人 

・男女共同参画と多様な性

に関する図書を購入し、施

設内や HP 等でおすすめ図

書として紹介した。新型コ

ロナウイルスの影響で休

館していた期間※もあり、

来館者数が減少したこと

で貸出実績も減少した。 

 

・引き続き、男女共同参画

および多様な性に関する

情報収集・提供や図書等を

購入していく。 

 

※①R2.3/4～6/19 

  ②R3.1/12～3/7 

 の期間休館 

 

事業 18-2 デュオよこすか登録団体等との協働による講座の開催 

デュオよこすか登録団体等とデュオよこすかを会場として講座を開催します。 

担当課 人権・男女共同参画課 

 実 績 実績に対する評価（達成度） 今後の対応 

令和２年度 

（2020 年度） 

・登録団体等と協働し、デ

ュオぷち講座を開催する

予定だったが、新型コロナ

ウイルスの影響で開催で

きなかった。 

・講座を開催することがで

きず、デュオの周知にもつ

なげられなかった。また、

登録団体自体の活動もあ

まり行うことができなか

った。 

・令和 3年度以降は、デュ

オよこすか登録団体等に

呼び掛けて、講座を企画・

開催していく。 

 

●施策 19 男女共同参画に関する調査の実施 

事業 19-1 男女共同参画に関する調査の実施 

男女共同参画の市民意識や実態に関する調査を実施し、各種統計情報の中で 

男女別データの収集・分析を行い、施策の展開に活用していきます。 

担当課 人権・男女共同参画課 

 実 績 実績に対する評価（達成度） 今後の対応 

令和２年度 

（2020 年度） 

・新型コロナウイルス感染

症の影響により、調査の実

施は延期し、令和３年度に

行うことになった。調査に

向けたたき台を作成し、審

議会の書面会議で意見を

求め、アンケート実施に向

けて進行した。 

  ・次期プラン策定に合せる

形で、令和３年度に実施し

ている。 
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施策方針５ 誰も孤立させない社会に向けた支援 

主要施策（９） 女性のための相談窓口の充実 

●施策 20 女性のための一般相談の充実 

事業 20-1 デュオよこすか「女性のための相談室」 

女性が抱える一般的な悩みには女性相談員が対応し、法律上の悩みについては 

女性弁護士が対応します。 

担当課 人権・男女共同参画課 

 実 績 実績に対する評価（達成度） 今後の対応 

令和２年度 

（2020 年度） 

相談件数は年間約 850 件、

月平均 71 件。 

一般相談 851 件 

法律相談 21 件 

 

・一般相談の件数が大幅に

増加した。 

・引き続き、一般相談、法

律相談とも実施していく。 

 

事業 20-2 相談体制の充実 

相談者が安心して相談できるような体制を確保するとともに、相談員の知識の 

向上を図り、研さんに努めます。 

担当課 人権・男女共同参画課 

 実 績 実績に対する評価（達成度） 今後の対応 

令和２年度 

（2020 年度） 

・相談員 3名体制。輪番制・

週 3日間対応。《相談日時》

月水金 9：00～16：00 

対人援助の専門家として

の資質向上のため、SV によ

る面談を月 1回実施するほ

か、県等が主催する研修等

への参加している。 

 

・新型コロナウイルスの影

響で開催された研修が少

なかったものの、県等が主

催する研修等を受講した。 

・引き続き、引き続き、現

在の相談体制を維持して

いくと共に、相談員のスキ

ルアップ、ストレスケアの

ための取り組みを行って

いく。 
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施策方針５ 誰も孤立させない社会に向けた支援 

主要施策（10） 多様な性を尊重する社会の実現 

●施策 21 性的マイノリティに対する理解の促進 

事業 21-1 相談員・教職員等を対象とした研修会の実施 

性的マイノリティへの理解を促進するため、相談員や教職員等を対象に研修会を 

実施します。 

担当課 人権・男女共同参画課 

 実 績 実績に対する評価（達成度） 今後の対応 

令和２年度 

（2020 年度） 

教員向け出前講座 3 回 

児童生徒向け出前講座 3

回 

・当事者でもある講師自身

の体験談をもとに、学んだ

ことにより、理解が深まっ

たと認識している。学校の

みならず医療機関向けや

高齢者施設職員向けにも

開催を予定したが、コロナ

禍の影響で中止となり、６

回の開催となった。 

 

・引き続き、学校以外にも

さまざまな職種に向けた

研修会を開催し、多様な性

（性的マイノリティ）への

理解を深める取り組みを

行う。 

 

事業 21-2 パネル展示やリーフレットの配布による啓発 

性的マイノリティへの偏見や差別の解消のため、当事者からのメッセージや 

啓発ポスターの展示、リーフレットの配布により市民への理解を促進します。 

担当課 人権・男女共同参画課 

 実 績 実績に対する評価（達成度） 今後の対応 

令和２年度 

（2020 年度） 

・5月～12 月にかけて市内

4 カ所（市役所展示コーナ

ー、中央図書館、横須賀モ

アーズシティ、コースカベ

イサイドストアーズ）でパ

ネル展示を行った。リーフ

レットは、関係機関にて配

架をお願いすると同時に、

民生委員や出前講座等の

機会に児童生徒や聴講者

に配布した。 

 

・市施設のみならず商業施

設でもパネル展を行った

ことにより関心の薄い層

にも啓発することができ

たと考える。また、パネル

展で行ったアンケートに

よれば、「大変よく理解で

きた」「やや理解できた」が

合わせて 76.5％となって

おり、理解促進の効果があ

ると考えている。 

 

・引き続き、市の施設や他

の商業施設など多くの人

が集まるところで、パネル

展を実施していく。また、

リーフレットを配布し、多

様な性への理解促進に努

めていく。 
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●施策 22 性的マイノリティに対する支援 

事業 22-1 相談事業の実施 

性的マイノリティの不安や悩みに対応するための相談を実施することにより、 

当事者の孤立を防ぐ取り組みを進めます。 

担当課 人権・男女共同参画課 

 実 績 実績に対する評価（達成度） 今後の対応 

令和２年度 

（2020 年度） 

・よこすかＬＧＢＴｓ相談

（性的指向及び性自認に

関する専門相談）を実施し

た。当事者や、関係者など

６件の相談があった。 

・相談者は、20代から 60代

の当事者や学校など多様

だった。年間相談件数を 12

件と見込んでいたが、コロ

ナ禍であったことと周知

不足により６件だったも

のと考えられる。 

 

・当事者の孤立を防ぐため

に必要な施策であると考

えている。リーフレット、

ホームページ、ツイッタ

ー、周知ポスターなどによ

り一層の周知を図りたい。 

 

事業 22-2 当事者同士の交流会への支援 

性的マイノリティの方々が語り合う「café SHIP ポートよこすか」に対する支援を 

行います。 

担当課 保健所健康づくり課 

 実 績 実績に対する評価（達成度） 今後の対応 

令和２年度 

（2020 年度） 

・補助金交付実績 ０円 

 新型コロナウイルス感

染拡大防止のため、感染対

策を徹底した形式で令和

２年度の当補助事業の実

施ができなかったため。た

だし、団体の自主事業とし

て開催した。 

＜参考＞団体自主事業の

実績 

年間９回、合計 21 名（予約

31 名）の参加 

うち、横須賀市民は９名

（中学性６名、高校生１

名、18-19 歳２名） 

 

・新型コロナウイルス感染

症の影響により当補助事

業は実施できなかった。し

かし、コロナ禍で交流の場

が減少する中、団体の自主

事業として開催していた

だいた。結果、開催回数、

参加人数は減少したもの

の、一定数の参加実績があ

った。自己肯定感を持って

過ごすことのできる場の

提供をしていただいたと

ともに。本事業の意義や重

要性を改めて確認する機

会となった。 

・性的マイノリティの方は

自殺のリスクが高いと言

われており、特に 10 代、20

代はカミングアウトでき

ず、１人で悩んでいる人が

多くいます。そのため、性

的マイノリティに対する

支援は市の自殺対策計画

においても重点施策に位

置付けている。コロナ禍に

おいて性的マイノリティ

方の交流の場は一層求め

られており、感染拡大防止

の対策を検討し、引き続き

支援をしていく予定です。 
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事業 22-3 関係機関との連携強化 

NPO 法人や当事者との意見交換会や庁内関係課との連絡会を開催することにより連

携強化に努めます。 

担当課 人権・男女共同参画課 

 実 績 実績に対する評価（達成度） 今後の対応 

令和２年度 

（2020 年度） 

当事者との意見交換会 

１回 

・テーマ「災害時の対応」

「新病院建設」 

庁内関係課長会議 ３回 

・当事者の方との意見交換

会では、当事者ならではの

具体的な意見が出され、事

業に反映することができ

た。関係課長会議では、庁

内の活動を情報共有する

ことができた。 

・今後も連携を強化してい

き、多様な性への偏見の解

消や孤立の防止に努める。

令和３年度の当事者の方

との意見交換会のテーマ

は「災害時の対応」「性別欄

の記載について」とする。 

 

 

施策方針６ 家庭・地域・学校における男女共同参画の推進 

主要施策（11） 子育て支援の充実 

●施策 23 妊娠・出産に関する学習機会の提供 

事業 23-1 「プレママ・プレパパのための歯科教室」の開催 

妊婦とその配偶者等を対象に、赤ちゃんのための歯の話や妊婦歯科健診、妊婦歯科 

相談を実施します。 

担当課 保健所健康づくり課 

 実 績 実績に対する評価（達成度） 今後の対応 

令和２年度 

（2020 年度） 

・プレママ、プレパパ歯科

教室の開催 

 ０回（新型コロナウイ

ルス感染防止の

ため中止） 

・妊婦歯科検診（歯科医

師会に委託） 

対象者 1,920 人 受診者

427 人  

受診率 22％ 

・新型コロナ感染症の影響

により教室を中止したが、

ホームページで妊娠期の

口腔ケアの重要性等につ

いて掲載し、市内医療機関

（歯科医院、産婦人科）に

妊婦歯科検診のポスター

掲示を依頼した。また妊婦

歯科検診受診率向上のた

めに母子手帳交付時にチ

ラシを同封した。 

・横須賀市歯科医師会に妊

婦歯科検診及び保健指導

を委託し、かかりつけ歯科

医を持つことの重要性な

ど普及啓発を行っている

ため、令和３年度からプレ

ママ・プレパパ歯科教室は

廃止。保健所健康づくり課

では、個別歯科相談、ホー

ムページ等で妊娠期及び

赤ちゃんのための歯科保

健衛生の重要性を引き続

き普及啓発していく。 
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事業 23-2 「プレママ・プレパパ教室」の開催 

妊婦とその配偶者等を対象に、健やかな妊娠と出産に関する学習の機会を提供しま

す。 

担当課 こども健康課 

 実 績 実績に対する評価（達成度） 今後の対応 

令和２年度 

（2020 年度） 

・「プレママ・プレパパ教

室」を開催し、子育てに関

しての教室への参加機会

を提供した。 

休日 16 回開催 

122 人参加 

（うち、父親 59 人） 

・新型コロナ感染症の感染

防止のため平日の開催を

中止したため開催回数が

昨年度より減少した。 

・感染防止のため、1 回の

定員を制限した。  

 

・引き続き「プレママ・プ

レパパ教室」の開催 

・感染防止の観点から、教

室参加ができなくても情

報が得られるよう、ホーム

ページの充実等を検討す

る。 

 

●施策 24 家庭等における子育て支援の充実 

事業 24-1 家庭等のおける子育て支援の充実 

地域の身近な相談窓口である健康福祉センターや親子サロン、保育所等で子育てに

関する相談に対応するとともに、必要な情報提供を行います。 

担当課 保育課 

 実 績 実績に対する評価（達成度） 今後の対応 

令和２年度 

（2020 年度） 

・子育て支援センター「愛

らんど」を開設し、集いの

場や育児相談の場として

いる。（市内６カ所）。 

・「愛らんど」を利用しにく

い地区に住む親子のため、

巡回広場『わいわい広場』

を実施している。 

令和２年度 10 か所 13 回 

令和元年度 10 か所 32 回 

 

３月末から９月 30 日まで

わいわい広場は休止とし

たが、10・11・12・３月は

コロナウイルス予防対策

をしながら開催し、全 13

回、延べ 121 組の参加があ

った。休止期間中も、電話・

メール相談は継続して行

った。 

・来所する親子の中から、

養育に支援が必要である

親子を早期発見しやすく

迅速な対応が図れるため、

虐待防止効果がある。 

・集いの場での親子同士の

交流や情報交換により、孤

立を防ぐことができる。身

近に相談の場があること

で、育児への不安や悩みを

早期に軽減できるという

効果がある。 
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●施策 25 多様な保育サービスの充実 

事業 25-1 多様な保育サービスの充実 

保育ニーズに対応するため、保育所等の定員拡充等を行うとともに、必要とする人が

必要な時にサービスを受けられるよう情報を提供します。 

担当課 幼保児童施設課 

 実 績 実績に対する評価（達成度） 今後の対応 

令和２年度 

（2020 年度） 

・幼稚園型認定こども園の新

規認定 １施設 

・幼保連携型認定こども園の

定員増 １施設 

・保育所の定員増         

４施設 

・家庭的保育事業所の定員増    

２施設 

・定員増については多様

な対応ができた。 

・新規認可等による定員

拡充については、１施設と

少なかったが、現在幼保連

携型認定こども園への移

行に向け協議中の施設も

複数あり、来年度以降も保

育ニーズに対応していく。 

 

・保育所、認定こども園、

地域型保育事業の定員

拡充や幼稚園等の認定

こども園への移行促進

に取り組み、さまざまな

教育・保育ニーズに対応

していく。 

 

●施策 26 放課後の子どもの居場所の充実 

事業 26-1 全児童を対象とした居場所の充実 

放課後子ども教室、わいわいスクール、青少年の家の運営等を行うことにより居場所

の確保に努めます。なお、放課後子ども教室は学習や多様な体験・活動を行います。 

担当課 こども育成総務課 

 実 績 実績に対する評価（達成度） 今後の対応 

令和２年度 

（2020 年度） 

・鷹取小学校と鶴久保小学

校のわいわいスクールを

新たな放課後子ども教室

に転換した。 

 

・青少年の家（みんなの

家）・青少年会館は、市内 15

カ所で継続実施。 

・全ての児童が、放課後の

時間をより安全に、より豊

かに過ごすことができる

事業に切り替えることが

できたと考えている。 

・コロナの影響による休止

期間（118 日間）は受け入

れることができなかった

が、年末年始を除き、休館

日も遊戯室を開放して児

童を受け入れ対応した。 

 

・公郷小学校に放課後子ど

も教室を設置していく予

定。 

 

・縮小に向け、学校やコミ

ュニティセンター等、地域

の核となる施設へ機能を

移転していくことなどを

検討していきます。 
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事業 26-2 留守家庭児童を対象とした居場所の充実 

放課後児童クラブに対する助成や指導員の研修を行うことにより、子どもたちが安

心して過ごせる居場所の確保に努めます。 

担当課 教育・保育支援課 

 実 績 実績に対する評価（達成度） 今後の対応 

令和２年度 

（2020 年度） 

・放課後児童クラブに対し

て、通常の助成に加え、新

型コロナウイルス感染症

対策に係る助成を行った。 

・コロナ禍のもと、放課後

児童支援員等を対象とし

た資質向上のための研修

を縮小して実施した。 

 

・コロナ禍で運営する放課

後児童クラブに対して、適

切な支援ができたと考え

ている。 

・引き続き、放課後児童ク

ラブの感染症対策に対す

る支援を行いつつ、小学校

内への放課後児童クラブ

の設置を推進するととも

に、不足している地域への

増加を図る。 

 

施策方針６ 家庭・地域・学校における男女共同参画の推進 

主要施策（12） 介護の相談支援の充実 

●施策 27 介護に関する相談窓口の充実 

事業 27-1 介護に関する相談窓口の充実 

市役所や地域包括支援センターにおける相談など、介護する人への相談支援を行い

ます。 

担当課 地域福祉課 

 実 績 実績に対する評価（達成度） 今後の対応 

令和２年度 

（2020 年度） 

・令和２年度から福祉の総

合相談窓口として、介護に

関する相談のほか、8050 問

題等、複合的な課題を抱え

る家庭の相談も受けてい

る。 

令和２年度相談実績：

6,145 件 

・市内の日常生活圏域を中

心に地域包括支援センタ

ーを 12カ所設置しており、

地域における高齢者の総

合相談支援業務を委託し

ている。 

令和２年度相談実績：

74,753 件 

 

・福祉の総合相談窓口とし

て、さまざまな相談を受け

止め、適切な機関・制度・

サービスにつなぎ、継続的

にフォローすることが概

ねできた。 

・引き続き、関係部局と連

携し、複合的な課題を抱え

る世帯への相談支援を推

進していく。 
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●施策 28 介護者に対する心の支援 

事業 28-1 「認知症高齢者介護者の集い」の開催 

認知症高齢者等を介護する家族を対象に、介護者同士の情報交換や支え合いへの 

支援を行います。 

担当課 地域福祉課 

 実 績 実績に対する評価（達成度） 今後の対応 

令和２年度 

（2020 年度） 

・介護に関する情報交換

や介護者同士が気持ちを

わかちあい、支えあう場

として隔月開催してい

る。 

開催： ６回(内、コロナ

感染防止のため中止３回) 

会場： 総合福祉会館 

参加者： 延 12 人 

・「認知症高齢者介護者の

集い」会報を隔月で作成し

郵送している。 送付先： 

延 129 人 

 

・参加者数については横這

いであるが、他の介護者の

経験談を目にすることで

「自分も頑張ろう！と思

う」との声も頂き、介護者

を孤立させることなく、介

護者の支えの場を提供で

きていると考える。 

【参考】認知症カフェ数 

R01 年度:13 か所 

R02 年度:17 か所 

・集いへの参加はできない

が、会報を希望する介護者

は多く、また「認知症カフ

ェは参加しにくい」と言う

介護者もいることから、孤

立防止として「認知症高齢

者介護者の集い」は継続し

て行う。 

 

事業 28-2 「高齢者・介護者のためのこころの相談」の実施 

高齢者や介護に携わっている家族を対象に、臨床心理士が相談に応じます。 

担当課 高齢福祉課（地域福祉課） 

 実 績 実績に対する評価（達成度） 今後の対応 

令和２年度 

（2020 年度） 

・臨床心理士による相談を

月 3回実施している。 

回数 ： 28 回 

相談者： 延 43 人 

 

・コロナ感染防止により中

止や当日の予約キャンセ

ルなどにより回数、相談者

は減少したが、相談したこ

とで「心が軽くなった」と

の意見が多く実施の意義

は大きいと考えられる。 

 

・心の健康を保つために継

続している事業であり、普

段より気軽に相談できる

場であることを周知した

い。周知方法の見直しを検

討して行く。 
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事業 28-3 「若年性認知症支援者講座」の開催 

本人、家族を支援できる人を養成するため支援者講座を開催します。また、講座 

修了者が「若年性認知症のつどい」に参加することを促し支援していきます。 

担当課 健康長寿課 

 実 績 実績に対する評価（達成度） 今後の対応 

令和２年度 

（2020 年度） 

・令和元年度から若年性認

知症支援者を認知症オレ

ンジパートナーと統合し、

認知症オレンジパートナ

ーの協力も得て、実施して

いる。令和２年度は、新型

コロナウイルス感染症拡

大防止のため、養成講座は

中止した。また、よこすか

オレンジ LINE を開始し、認

知症オレンジパートナー

向けの配信を行っている。 

 

・若年性認知症は、働き盛

りの発病のため家族の介

護負担や生活不安が大き

いことが特徴である。本人

と家族を支援する地域づ

くり、孤立防止のため交流

の場づくりが重要であり、

継続実施が必要であるが、

コロナ禍において、計画通

りの実施ができなかった。 

・若年性認知症支援講座

は、認知症オレンジパート

ナー養成講座として実施

し、引き続き、認知症オレ

ンジパートナーに「若年性

認知症のつどい」への参加

を促していく。 

 

施策方針６ 家庭・地域・学校における男女共同参画の推進 

主要施策（13） ひとり親家庭への支援の充実 

●施策 29 ひとり親家庭への自立支援の推進 

事業 29-1 ひとり親家庭の親を対象とした就労相談 

母子・父子自立支援員や就労相談員が、ひとり親家庭の親の就労に関する相談に応じ

ます。 

担当課 こども青少年給付課 

 実 績 実績に対する評価（達成度） 今後の対応 

令和２年度 

（2020 年度） 

・自立支援員による相談件

数 

 延 2,290 件 

・就労相談員による相談 

 実利用者数 68人、就労決

定者 24 人 

・ひとり親家庭等の親は、

就労や経済面・生活面の課

題等を抱えていることも

多く、相談による伴走的な

支援を必要としているこ

とが多い。 

・本事業の実施により、そ

れら支援を必要とする対

象者への伴走的な支援を

提供できたと考えている。 

 

・支援を必要とする対象者

への伴走的な支援の提供

は、単発で終了するもので

はなく、対象者が支援を必

要としなくなるまで継続

的に実施する必要がある。 

・そのため、今後も取り組

みを継続していく。 
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事業 29-2 ひとり親家庭の親を対象とした就労支援 

就労支援として、自立支援教育訓練給付金・高等職業訓練促進給付金等の支給や 

就労支援セミナーを実施します。 

担当課 こども青少年給付課 

 実 績 実績に対する評価（達成度） 今後の対応 

令和２年度 

（2020 年度） 

自立支援教育訓練給付金

の支給件数 21 件 

高等職業訓練促進給付金

の支給月数 延 254 月 

・ひとり親家庭等の親は、

就労の機会等で不利な取

り扱いを受けることも多

く、そのことが経済的な自

立を妨げる要因の一つと

なっている。 

・本事業は、就労を希望す

る対象者の国家資格取得

等を支援するものであり、

経済面な支援を提供でき

たと考えている。 

 

・本事業は、国の補助事業

であることから、国の動向

を確認しならが、今後も取

り組みを継続していく。 

 

●施策 30 ひとり親家庭の仲間づくりの推進 

事業 30-1 ひとり親家庭の仲間づくりの推進 

ひとり親家庭の孤立化を防ぐため、交流会を開催するなど地域のつながりや 

仲間づくり推進します。 

担当課 こども青少年給付課 

 実 績 実績に対する評価（達成度） 今後の対応 

令和２年度 

（2020 年度） 

・ひとり親家庭等交流会の

開催 10 回 

（全 12回企画しましたが、

新型コロナウィルス感染

症対策の緊急事態宣言中

であったため、1 回は日程

を変更して開催、2 回は中

止としました。） 

・ひとり親家庭等の親は、

自らが抱える課題を相談

できる相手がおらず、その

ことが本人の不安感の増

大や事態の深刻化を招く

要因の一つとなっている。 

・本事業は、不安感の増大

の軽減や、事態が深刻化す

る前に相談機関へつなが

ること、を目的としてお

り、特にコロナ禍で不安を

抱えているひとり親家庭

の親等に、交流機会の提供

による支援を提供できた

と考えている。 

 

・ひとり親家庭等の親とな

り、本事業の支援を必要と

する対象者も日々新たに

現れることから、今後も取

り組みを継続していく。 
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施策方針６ 家庭・地域・学校における男女共同参画の推進 

主要施策（14） 地域防災における男女共同参画の促進 

●施策 31 自主防災組織への女性の参画促進 

事業 31-1 自主防災組織への女性の参画促進 

災害時の避難所運営等において、多様なニーズに配慮した運営となるよう避難所 

運営委員会における女性委員の積極的登用や啓発を行います。 

担当課 地域安全課 

 実 績 実績に対する評価（達成度） 今後の対応 

令和２年度 

（2020 年度） 

・震災時避難所運営訓練は

１カ所のみで実施。訓練の

打ち合わせ等では積極的

な女性の参加を呼びかけ、

訓練では参加者に対して、

女性のニーズを反映させ

るための組織作り及びそ

の重要性について啓発し

た。 

・新型コロナウイルス感染

拡大防止のため、避難所運

営訓練の実施件数は大幅

に減少した。啓発の機会は

限られていたが、可能な限

り、女性のニーズを反映さ

せるための組織作り及び

その重要性について、啓発

できたと考えている。 

 

・貴重な啓発の機会を逃さ

ないよう、避難所運営にお

いて、女性ニーズが反映さ

れた組織作りを推進し、そ

の重要性については地域

自主防災組織等に対し啓

発を推進する。 

 

 

施策方針６ 家庭・地域・学校における男女共同参画の推進 

主要施策（15） 学校教育における男女共同参画の推進 

●施策 32 男女共同参画に関する学習機会の提供 

事業 32-1 中学生を対象とした啓発冊子の配布 

中学生を対象に、男女共同参画やデート DV、インターネットの危険性、 

性的マイノリティに関する啓発冊子を配布し、授業での活用を促進します。 

担当課 人権・男女共同参画課 

 実 績 実績に対する評価（達成度） 今後の対応 

令和２年度 

（2020 年度） 

・前年度同様、社会科（公

民）や道徳、家庭科などで

活用してもらうため、市内

中学校に配布した。 

・冊子を有効利用してもら

うため、実際の使用例やそ

れを受けての意見等を聞

き、今後の資料作成にフォ

ードバッグさせる必要が

ある。 

 

・引き続き、配布していく

中で、実際の指導に当たる

教職員等から意見を聞き、

次回の配布時の参考とし

たい。 
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事業 32-2 広報紙（NEWWAVE）による意識啓発 

保育園、幼稚園、小・中学校等に対し、広報紙（NEWWAVE）を活用した継続的な 

情報提供や意識啓発を行います。 

担当課 人権・男女共同参画課 

 実 績 実績に対する評価（達成度） 今後の対応 

令和２年度 

（2020 年度） 

・公立・私立を問わず、市

内の保育園、幼稚園、小・

中・高校及び大学に配布

し、情報提供を行った。 

・市内の教育機関に配布

し、校内の生徒が目にする

場所に掲示や配架するこ

とにより、情報提供や意識

啓発を行った。 

 

・引き続き、配布するとと

もに、実際の活用状況を確

認する。 

 

●施策 33 教職員に対する意識啓発 

事業 33-1 教職員に対する意識啓発 

男女共同参画を含めた人権を尊重する意識を児童生徒が学べるよう、 

教職員に対し研修を行います。 

担当課 教育指導課・令和２年度から教育研究所 

 実 績 実績に対する評価（達成度） 今後の対応 

令和２年度 

（2020 年度） 

・学校長会議、学校訪問、

人権教育担当者研修、人権

教育指導者養成研修、初任

者研修、学校からの要請研

修、県教育委員会委託人権

教育研究校での研究推進

などにおいて、男女共同参

画を含め、人権の尊重及び

人権教育に関する啓発を

行った。 

・担当者研修などを中心

に、参加体験型学習を取り

入れるなどし、啓発を行っ

た。また、学校からの研修

要請や研究推進校などに

おいて、職員の人権尊重に

対する意識の向上を図る

ことができた。 

・未来を担う子供たちに、

男女共同参画を含めた人

権の理念を伝えていくこ

とは大変重要で、学校教育

の様々な場面で、人権教育

の実践指導を積極的に進

める必要がある。 

・すべての人権を尊重する

意識や行動力を高めるた

め、今後も各研修や学校訪

問における指導助言など

において、教職員の人権問

題に関する正しい認識と

理解、とそれに基づく行動

化を図るよう、引き続き啓

発する。 
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重点目標Ⅲ 暴力のない社会づくり 
施策方針７ DV 等を根絶する環境づくり 

主要施策（16） DV 等根絶のための予防啓発 

●施策 34 DV 防止に関する意識啓発 

事業 34-1 ＤＶ防止に関する意識啓発 

広報紙を活用した継続的な情報提供やＤＶ防止啓発リーフレット等の配布により、

暴力は人権侵害であるという意識を啓発します。 

担当課 こども家庭支援課、人権・男女共同参画課 

 実 績 実績に対する評価（達成度） 今後の対応 

令和２年度 

（2020 年度） 

・広報よこすかに関連記事

を掲載し、DV 防止に関する

意識啓発を行った。 

【7月号】AV 出演強要・JK

ビジネスに関する相談窓

口の案内、DV 被害相談窓口

の紹介を掲載。 

【11 月号】内閣府が取り組

んでいる「女性に対する暴

力をなくす運動」に合わせ

て運動の案内を掲載。 

・窓口にＤＶ防止啓発に関

連するリーフレットの配

架、必要に応じて相談者・

関係機関に配布を行った。 

11 月の女性への暴力をな

くす運動に合わせ、運動の

シンボルであるパープル

リボンを名札につけても

らうよう、市役所内の職員

に配布し、普及啓発を行っ

た。 

 

・広報誌への関連記事の掲

載や窓口に DV 防止啓発に

関連するリーフレットの

配架や配布を行うことで

継続的に意識啓発を行う

ことができたと考えてい

る。 

・市役所職員が女性への暴

力をなくす運動のシンボ

ルであるパープルリボン

を着用することで、積極的

な普及啓発に繋がったと

考えている。 

・引き続き、広報誌を活用

した情報提供や DV 防止啓

発リーフレット等の配下

及び相談者等への配布を

行い、必要な情報をわかり

やすく提供できるよう整

理していく。 
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事業 34-2 デートＤＶ防止に関する意識啓発 

学校を対象にしたデートＤＶ講演会の開催や啓発パンフレット等の配布により、 

若年層を含めた市民に広く暴力を容認しない意識の醸成を図ります。 

担当課 こども家庭支援課、人権・男女共同参画課 

 実 績 実績に対する評価（達成度） 今後の対応 

令和２年度 

（2020 年度） 

・「デート DV 防止啓発講演

会」を市内私立高校 1校、

89 名に対して実施（講師は

支援団体に委託）。 

 

 

・新型コロナウイルス感染

症の影響で、講演会の実施

について積極的に周知を

することができなかった。 

・オンラインでの講演会実

施を検討していたが、機材

の不足等で実現ができず、

結果的に共催という形で

私立高校にて講演会を実

施した。 

・「デート DV 防止啓発講演

会」については、毎年市内

の中学、高校、専門学校等

を対象に開催が可能であ

るが、年々、講演を希望す

る学校が減少しているた

め、周知方法の見直しを行

っていく。 

・市内の中学生・高校生等

の若年層の児童や学生を

対象とした「デートＤＶ防

止啓発講演会」を市主催で

開催し、デートＤＶについ

ての理解を深めてもらう。 

・オンラインでの講演会開

催など、柔軟に開催ができ

ることを周知していく。 

 

 

●施策 35 DV 相談窓口の周知 

事業 35-1 ＤＶ相談窓口の周知 

被害者が早期に適切な相談や支援が受けられるよう、ＤＶ相談窓口案内カードや 

リーフレット、広報紙などにより相談窓口の周知を図ります。 

担当課 こども家庭支援課、人権・男女共同参画課 

 実 績 実績に対する評価（達成度） 今後の対応 

令和２年度 

（2020 年度） 

・DV 相談窓口の周知を図るた

め、DV 相談窓口案内カード、

DV 啓発パンフレットを市役

所本庁舎、はぐくみかん、ウ

ェルシティ、その他医療機関

等の外部機関、計 64 か所に配

架した。 

・市の相談窓口紹介冊子『よ

こすか心のホットライン』、母

子手帳の交付時に配布してい

る『子育てガイド』、県のＤＶ

紹介冊子『夫やパートナーか

らの暴力に悩んでいません

か』、外国人のための生活ガイ

ド ブ ッ ク 『 Living in 

Yokosuka』にＤＶ相談や女性

相談窓口の連絡先等掲載して

・案内カードやパンフレッ

トの配架、各機関から発行

される冊子への掲載など

で、DV 相談窓口を周知する

ことができたと考えてい

る。 

・様々な場所、媒体での

周知を行ったことで、DV

被害者や DV 被害のある可

能性がある者に対して必

要としている情報を届け

ることができたと考え

る。 

・DV相談窓口案内カードと

DV 啓発パンフレットの配

架先および周知方法につ

いて検討していくが必要。 

・DV 相談が必要な人が情

報を色々な形で入手する

ことができるよう、様々

な媒体を使って DV 相談の

窓口の周知を継続的に行

っていく必要がある。 
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いる。 

 

・市ホームページに女性の被

害相談の窓口だけでなく、男

性被害・加害相談窓口や週末

対応専門のホットライン、多

言語相談窓口等の連絡先も記

載している。 

 

  

 

●施策 36 セクシュアル・ハラスメント等防止対策の推進 

事業 36-1 性別等による人権侵害の申出制度 

男女共同参画及び多様な性の尊重に関する専門委員が「性別等による人権侵害の申

出制度」に基づき相談を受け、解決に向けた支援を行います。 

※現在の制度名で表記し直しております。 

担当課 人権・男女共同参画課 

 実 績 実績に対する評価（達成度） 今後の対応 

令和２年度 

（2020 年度） 

申出件数 ０件 

 

・本制度創設に比べ、他機

関等による相談窓口の開

設（法テラスなど）が進み、

利用者の選択肢が進んで

きたことが件数のない要

因の一つと考えられる。 

 

・申出制度の周知に努め、

相談主訴に応じた適切な

相談窓口を紹介する。 

  

 

 

事業 36-2 働く人の相談窓口 

産業振興財団における「働く人の相談窓口」で相談を受け、解決に向けた支援を行い

ます。 

担当課 経済企画課 

 実 績 実績に対する評価（達成度） 今後の対応 

令和２年度 

（2020 年度） 

・産業カウンセラーによる

メンタルヘルス相談を実

施し、ハラスメントに関す

る相談を受けた。 

相談者 ２人 延べ５回 

・専門知識を有するカウン

セラーへの相談の機会を

提供することで、働きやす

い職場環境への改善に貢

献できたと考えている。 

 

・引き続き相談事業を実施

し、今後も制度の周知を図

り、相談しやすい環境を整

えていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

事業 36-3 市職員・教職員を対象とした意識啓発 

会社・学校・地域など、さまざまな状況で起こり得るハラスメントについて正しく 

理解し、被害者にも加害者にもならないよう啓発します。 

担当課 人事課、教職員課、人権・男女共同参画課 

 実 績 実績に対する評価（達成度） 今後の対応 

令和２年度 

（2020 年度） 

・セクシュアル・ハラスメン

トや出産・育児等に関するハ

ラスメントについての庁内に

おける相談窓口の体制を整備

し、職員に周知した。 

・専門知識を有する識者を外

部相談員として配置した。 

・新任係長研修等の機会を通

じて、職員に向けてハラスメ

ントについての意識啓発を行

った。 

・パワー・ハラスメントにつ

いての指針の制定やセクシュ

アル・ハラスメントについて

の指針及び出産・育児等に関

するハラスメントについての

指針の一部改正を行い、職員

に周知した。 

学校に所属する市職員に対し

ては、本市の「セクシュアル・

ハラスメントをなくすために

職員が認識すべき事項につい

ての指針」に則り、相談窓口

を設置している。 

また、「神奈川県教育委員会の

職場におけるセクシュアル・

ハラスメントの防止に関する

指針」をもとに、「ハラスメン

トのない職場づくりのため

に」「不祥事防止職員啓発・点

検資料(ＳＴＯＰ！ザ・セクシ

ュアル・ハラスメント)」等、

各校に通知・送付し、学校長

会議や各種研修の場で啓発を

繰り返し行っている。 

 

・職員の能力が十分に発揮

できるよう、ハラスメント

防止に向けた取り組みを

継続することが、働きやす

い職場環境づくりの推進

に資するものであると考

える。 

 各学校長を中心とし、各

所属において教職員の意

識向上の機会を図る機会

ができている。 

・庁内担当課及び外部委員

によるハラスメントの相

談体制を維持し、相談に対

し適切に対応する。 

・引き続き、研修等の機会

を通じて職員への意識啓

発を行う。 

引き続き、様々な会議や研

修会の場で資料の提示等

を行い、繰り返し周知・啓

発を行っていく。 
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施策方針７ DV 等を根絶する環境づくり 

主要施策（17） DV 等被害者への支援 

●施策 37 相談体制の充実 

事業 37-1 安全・安心な相談窓口の確保 

被害者が安心して相談できるよう、安全と秘密の保持に配慮した相談環境の確保に

努めます。 

担当課 こども家庭支援課 

 実 績 実績に対する評価（達成度） 今後の対応 

令和２年度 

（2020 年度） 

・DV 相談は、相談内容が秘

匿性の高いものであり、ま

た、安全・安心の確保が最

優先であることから相談

者が来庁した際は常時、窓

口での対応ではなく、個室

での相談を受けることが

できるように体制づくり

を行った。 

・必要に応じた支援が迅

速・確実にできるよう本人

の意思を尊重しながら関

係窓口と連携して支援を

行った。 

・各種手続き時に各窓口で

経過など詳細な事情を再

び聞かれ、被害者に負担を

かけないよう必要書類提

出時の対応について関係

機関と支援方法を検討、共

有した。 

 

・被害者の安全と秘密の保

持に配慮するため、関係機

関との連携を随時行う相

談体制の構築ができた。そ

のため、被害者が安心して

相談できる環境を整える

ことができた。 

・新型コロナウイルス感染

症の影響で給付金申請な

ど通常とは異なる対応も

あったが、被害者に負担を

かけないよう、関係機関と

連携し、支援方法を検討

し、共有することができた

と考える。 

 

・現在の相談窓口体制の維

持に努めていくとともに、

緊急時や様々な相談に対

し、臨機応変に対応できる

よう、警察等や庁内関係機

関と迅速に連携がとれる

ように日頃からネットワ

ークの構築に努めていく。 
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事業 37-2 相談員の研修等の充実 

研修会や会議に参加することで、相談員の知識や技術力の向上を図り、相談事業の 

質を高めます。 

担当課 こども家庭支援課 

 実 績 実績に対する評価（達成度） 今後の対応 

令和２年度 

（2020 年度） 

・女性相談員の相談の質と

精神的負担の軽減を図る

ため、スーパーバイザーに

よるケース検討会を月１

回開催し相談対応の質の

向上に努めた。（令和 2年度

は新型コロナウイルス感

染症の影響で 11 回実施） 

・専門性の高いＤＶ相談の

質の維持・向上や県との連

携をスムーズに図ってい

くため、各種研修会や会議

に参加した（オンライン含

む）。 

 

・関連する研修会や会議へ

の参加やスーパーバイザ

ーによるケース検討会の

実施により、DV 相談対応の

質の向上ができたと考え

ている。 

・相談員が研修会や会議等

に参加できる機会の確保

に努め、引き続き相談員の

知識や技術の向上を図り、

DV 相談の質の向上を図る。 

・今後も相談者個々のニー

ズを汲み取りやアセスメ

ントに力を入れ、適切な支

援を行っていく。 

 

●施策 38 被害者の安全確保と自立に向けた支援 

事業 38-1 被害者の安全確保と自立に向けた支援 

被害者の精神的負担を軽減し、具体的な解決につなげるための自立に向けた支援を

行います。 

担当課 こども家庭支援課 

 実 績 実績に対する評価（達成度） 今後の対応 

令和２年度 

（2020 年度） 

・DV被害者は複雑で複数の

課題を抱えている事が多

く、課題に応じて、必要な

支援・情報提供を行った。

具体的には、ＤＶ被害女性

が加害者から逃れるため

の緊急避難先の確保、離婚

調停にかかわる弁護士相

談への同行、アパート設定

に必要な手続き支援、母子

生活支援施設への入所支

援等が挙げられる。また、

ＤＶ被害相談時に同伴児

支援が必要な事例がある

ため、当課の要保護児童対

策地域協議会事務局と連

携をとりながら支援を行

った。 

・各関係機関と連携をと

り、被害者が個々に抱える

課題に応じて、具体的な解

決や自立に向けた支援を

行うことができたと考え

ている。 

・DV被害者等の一時保護施

設への緊急的な入所、自立

のための支援を進めてい

く際には各関係機関の連

携が欠かせず、支援を継続

していくためには事例の

共有や情報交換、支援方法

の検討など実効性のある

話し合いを行っていくこ

とが重要である。支援する

メンバーも変わることか

ら継続的に連携実施して

いく。 

・児童虐待とＤＶの関連性

を踏まえ、児童に関連する

諸機関との連携を強化す

る。 
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●施策 39 関係機関との連携強化 

事業 39-1 関係機関との連携強化 

ＤＶ等と関わりのある庁内関係課との連携や、県等のネットワークを通じて情報 

交換や事例検討をすることにより支援の充実を図ります。 

担当課 こども家庭支援課 

 実 績 実績に対する評価（達成度） 今後の対応 

令和２年度 

（2020 年度） 

・専門性の高いＤＶ相談の

質の維持・向上や県との連

携をスムーズに図ってい

くため、各種研修会や会議

に参加した。 

・ＤＶ防止を目的として庁

内の関係各課だけでなく

警察署や医師会、学校ほか

複数の機関とＤＶ防止ネ

ットワーク連絡会を開催。

（新型コロナウイルス感

染症のため書面にて開催） 

・スーパーバイザーによる

ケース検討会を月１回開

催し相談対応の質の向上

に努めた。 

 

・新型コロナウイルス感染

症の影響で中止となった

会議等もあったが、できる

範囲内で、DV 等と関わりの

ある庁内関係課との連携

や、県等のネットワークを

通じて情報交換等を行い、

また、各種研修会に参加を

することにより支援の充

実を図ることができたと

考えている。 

 

・引き続き、ＤＶ等と関わ

りのある庁内関係部署と

の連携や、県等のネットワ

ークを通じて情報交換や

事例検討をすることによ

り連携の強化を図り、緊急

時にも迅速な支援を行え

るように支援の充実を図

っていく。 
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男女共同参画及び多様な性の尊重に関する審議会からのコメント 

 

●取組実績全体について 

令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の影響で、事業実施で様々な分野におい

て中止や縮小による影響がもたらされている。そのため、令和２年度単年度での評価

は難しい。 

新型コロナウイルス感染症の影響により、従来の事業実施方法の見直しや、大きな

時代の変化にともない新たに見えてくるものもあると思うので、良い部分は引き続き

維持し、時代の変化に柔軟に対応し、事業実施方法を試行錯誤し改善しつつ、今後も

取り組んでいく必要がある。 

 

●重点目標Ⅰ「誰もが活躍できる環境づくり」について 

男女共同参画社会の実現には、女性の活躍推進、エンパワーメントが必要である一

方、男性を対象として働きかけも重要である。ワーク・ライフ・バランスの推進では、

国の「第５次男女共同参画社会基本計画～すべての女性が輝く令和の社会へ～」に「男

性中心型労働慣行」や固定的な性別役割分担意識について取り上げられており、市の

施策としても今後は必要な視点であると考える。 

 

●重点目標Ⅱ「あらゆる場面における男女の推進」について 

性的マイノリティや男女共同参画に対する理解、特に将来を見据えた若い世代への

取り組みを進めていく上で、学校教育の場での啓発活動は非常に有効である。家庭、

地域、学校においてジェンダー平等を推進していくには、幅広い年齢層に対して、多

様な選択ができるような意識改革と基盤整備が必要であると考える。 

 

●重点目標Ⅲ「暴力のない社会づくり」について 

ジェンダーに基づいた暴力は、DV やセクハラ、性暴力などだけでなく、多様化して

いる実情を踏まえ、相談しやすい窓口の広報、関係機関との迅速な連携、相談者の安

全と秘匿性の保持等、今後も引き続き支援の充実を図ってほしい。 

 

 

令和３年●月●日 

横須賀市男女共同参画及び多様な性の尊重に関する審議会 

 

 

 

 


